
 

 

議案第４８号 

  

   前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例の改正について 

  

  令和７年３月４日提出 

                        前橋市長 小 川   晶   

  

  

   前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例 

  

 （前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例の一部改正） 

第１条 前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例（平成２６年前橋市条例第

９号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「及び市民の安全」を削る。 

  第３条中「及び災害の発生」を削る。 

  第４条第２項中「、災害の発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに」を

削る。 

  第５条第３項中「及び災害の発生」を削る。 

  第７条を削る。 

  第８条の見出し中「の許可」を「に係る土砂等の搬入計画の届出」に改め、同条

第１項本文中「市長の許可を受け」を「土砂等の搬入を開始しようとする日の３

０日前までに、市長に土砂等の搬入の計画（以下「搬入計画」という。）を届け

出」に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「許可（以下「特定事業の許可」

という。）を受けよう」を「規定により届出をしよう」に、「申請書」を「届出

書」に改め、同項第７号を削り、同項第８号中「及び災害の発生の防止」を削

り、同号を同項第７号とし、同項第９号及び第１０号を削り、同条第３項中「申

請書」を「届出書」に改め、同条第４項を削り、同条を第７条とし、同条の次に

次の１条を加える。 

  （土砂等の搬入計画の変更の届出） 

第８条 前条第１項の搬入計画の届出をした者（以下「届出者」という。）は、

同条第２項第１号から第７号までに掲げる事項を変更しようとするときは、市

規則で定めるところにより、当該事項を変更しようとする日の１０日前までに

その旨を市長に届け出なければならない。ただし、届出者について相続、合併

又は分割があったことにより同項第１号に掲げる事項を変更しようとする場合

にあっては、当該相続、合併又は分割があった日から３０日以内に届け出るも



 

 

のとする。 

  第９条及び第１０条を削る。 

第１１条第１項本文中「特定事業者」を「届出者（前条の規定により変更の届

出をした場合においては、当該変更の届出をした者。以下同じ。）」に改め、同

項ただし書中「又は災害の発生の防止」を削り、同条第３項各号列記以外の部分

中「特定事業者」を「届出者」に、「が次の各号のいずれかに該当する」を「の

性状が市規則で定める基準に適合しないと認める」に改め、「又は災害の発生の

防止」を削り、同項各号を削り、同条を第９条とする。 

  第１２条の見出し中「手続」を「届出」に改め、同条第１項各号列記以外の部分

中「特定事業者」を「届出者」に改め、同項第１号中「許可を受けた」を「届出

に係る」に改め、同条第２項から第４項までを削り、同条を第１０条とする。 

  第１３条から第１５条までを削る。 

  第１６条の見出し中「土壌」を「土砂等」に改め、同条第１項中「特定事業者」

を「届出者」に改め、「第１９条第８号において同じ。」を削り、同条第２項中

「特定事業者」を「届出者」に改め、同条を第１１条とする。 

  第１７条第１項を次のように改める。 

   届出者は、搬入計画を届け出た日から当該届出に係る特定事業を完了し、又は

廃止する日までの間、市規則で定めるところにより、第７条第２項の規定により

提出した届出書（第８条の規定により変更の届出をした場合にあっては、その届

出書を含む。）の写しその他市規則で定める書類及び図面を当該特定事業区域又

は届出者の最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き、当該特定事業に関し生活

環境の保全について関係を有する者の求めに応じ、これらを閲覧させなければな

らない。 

  第１７条第２項中「特定事業者」を「届出者」に、「の完了日等」を「を完了

し、又は廃止した日」に改め、同条を第１２条とする。 

  第１８条を削る。 

  第１９条各号列記以外の部分中「特定事業者」を「届出者」に改め、同条第１号

から第３号までを削り、同条第４号中「特定事業者が第１１条第１項」を「届出

者が第９条第１項」に改め、同号を同条第１号とし、同条第５号から第７号まで

を削り、同条第８号中「特定事業者が第１６条第１項」を「届出者が第１１条第

１項」に改め、同号を同条第２号とし、同条第９号中「特定事業者が第１７条第

１項」を「届出者が第１２条第１項」に改め、同号を同条第３号とし、同条第１

０号中「第２３条第１項」を「第１５条第１項」に改め、同号を同条第４号と

し、同条第１１号中「第２３条第２項」を「第１５条第２項」に改め、同号を同

条第５号とし、同条を第１３条とする。 



 

 

  第２０条及び第２１条を削る。 

  第２２条中「又は災害の発生の防止」を削り、同条を第１４条とする。 

  第２３条第２項中「帳簿、」を削り、同条を第１５条とする。 

  第２４条を第１６条とし、第２５条を削り、第２６条を第１７条とする。 

  第２７条各号列記以外の部分中「次の各号のいずれかに該当する」を「第６条第

３項又は第４項の規定による命令に違反した」に改め、同条各号を削り、同条を

第１８条とする。 

  第２８条中「第１１条第３項又は第１９条」を「第９条第３項又は第１３条」に

改め、同条を第１９条とする。 

  第２９条第１号中「第１１条第１項」を「第７条第１項、第８条又は第９条第１

項」に改め、同条第２号を削り、同条第３号中「第１５条第２項又は第１６条第

１項若しくは第２項」を「第１１条第１項又は第２項」に改め、同号を同条第２

号とし、同条第４号中「第２３条第１項」を「第１５条第１項」に改め、同号を

同条第３号とし、同条第５号中「第２３条第２項」を「第１５条第２項」に改

め、同号を同条第４号とし、同条を第２０条とする。 

  第３０条第１号中「第１０条第５項又は第１２条第１項」を「第１０条」に改

め、同条第２号中「第１７条第２項」を「第１２条第２項」に改め、同条を第２

１条とし、第３１条を第２２条とする。 

第２条 前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例の一部を次のように改正す

る。 

  第１８条及び第１９条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

   附 則  

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年５月２６日から施行する。ただし、第２条の規定は、同年

６月１日から施行する。 

（特定事業の許可等に関する経過措置） 

２ この条例の施行の日（附則第４項において「施行日」という。）前にされた第１

条の規定による改正前の前橋市土砂等による埋立て等の規制に関する条例（以下

「改正前の土砂条例」という。）第８条第１項の規定による許可又は第１０条第

１項の規定による変更の許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は変

更の許可をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分につ

いては、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に改正前の土砂条例第８条第１項の規定による許可若しく

は第１０条第１項の規定による変更の許可を受けて行われている特定事業又は前

項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の土砂条例第８条第１項



 

 

の規定による許可若しくは第１０条第１項の規定による変更の許可を受けて行わ

れる特定事業については、なお従前の例による。 

４ この条例の施行前に改正前の土砂条例第８条第１項の規定による許可又は第１０

条第１項の規定による変更の許可を受け、施行日前に完了し、廃止し、又は休止

した特定事業については、なお従前の例による。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

５ この条例の施行前にした行為及び前３項の規定によりなお従前の例によることと

される場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。 

６ 第２条の規定の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

７ 第２条の規定の施行後にした行為に対して、附則第５項又は他の条例の規定によ

りなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若し

くは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、

当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）第

２条の規定による改正前の刑法（明治４０年法律第４５号。以下この項において

「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期

のものに限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮

（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又

は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるとき

は、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有

期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 


